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シンポジウム 
企業内弁護士 

弁護士業務 
委員会主催 
2004・9・21

　最近、コーポレートガバナンスとか、コンプライアンス

等に対する関心の高まりの中で、企業内弁護士の役

割が注目されております。しかし、企業内弁護士につ

いては、まだまだその実態や企業内における役割に

ついて、十分な理解がなされているとは言えないのが

現状かと思われます。日弁連が行っている弁護士職

務基本規程の組織内弁護士に関する条項の制定を

巡って、企業内弁護士の方から強い異論が出ている

という現実もあると聞いております。一方で、法科大

学院の発足に伴いまして、数年後には弁護士の大増

員時代を迎えます。企業や自治体が弁護士の雇用

の担い手となり、弁護士が企業や自治体に進出し、司

法が社会の隅 ま々で及ぶことが期待されております。

企業内弁護士は弁護士として例外的な存在ではなく、

普遍的な存在になることも、そう遠い先ではないと思

われます。 

　こうした現状を踏まえまして、企業内弁護士が組織

の中で、どのような権限と機能を持ち、どのような役割

を果たしているのか。今後多くの弁護士が企業内弁

護士として進出するためには、何を身につけ、どのよ

うな役割を果たしていけばいいのか。また、企業の立

場として、弁護士を雇用するとどのようなメリットがあ

るのか、また、雇用するに際してどのような点に留意

すればいいのか等々について、本日は金融の分野で

シニアのポジションで活躍されている弁護士の先生

方にお集まりいただき、座談会を開催する運びとなり

ました。ただ私の考え方としては、弁護士が企業にとっ

て十分役立つ存在であるということになれば、今言っ

たようなことになると思いますが、そういう役割を果た

せないとすれば、我々が考えていた、司法が社会の隅々

まで及ぶという理念は瓦解し、大量増員した弁護士

が職探しに狂奔するという危険性もあるいはあるかも

しれません。今日は、そういう点にも留意して議論が

できればと思います。� 
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村本　道夫
●Michio Muramoto 
第二東京弁護士会所属（37期）  
第二東京弁護士会 
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池永　朝昭
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【村本】 最初に私の方から簡

単に、本日のコメンテーターの

先生方のご紹介をさせていた

だきます。先生方にご用意い

ただいた経歴書は精粗ばらば

らでしたので、私の方から最

小限の紹介だけさせていただ

きます。後で関連する話の中

でそれを補っていただきたい

と思います。

まず池永朝昭先生、第二東

京弁護士会所属で期は33期で

す。コーネル大学ロースクール

修士課程LLMを卒業され、ア

メリカ等で長い間の実務経験

を経ておられます。そして

2002年から2004年までドイツ

証券会社東京支店及びドイツ

銀行東京支店ディレクター・ア

ンド・ジェネラル・カウンセル。

2004年からドイツ証券会社東

京支店、ドイツ銀行東京支店、

ドイチェ信託銀行、ドイチェ・

アセット・マネジメント株式会

社のマネージングディレクタ

ー＆ジェネラル・カウンセルを

お務めです。

次に河村明雄先生。第二東

京弁護士会所属で期は34期の

先生です。アメリカのペンシ

ルバニア大学ロースクール修

士課程をご卒業なさっており

ます。そして1987年から2004

年までソロモン・ブラザーズ・

アジア証券会社、現日興シテ

ィグループ証券株式会社に勤

務され、1995年から2004年ま

でジェネラル・カウンセルを

お務めになられました。現在

はあさひ・狛法律事務所の顧

問に就任されておられます。

融機関における企業内弁護士

の業務内容ということに入っ

ていきたいと思います。金融

機関における法務・コンプラ

イアンスの組織の実態、その

組織内において弁護士がどの

ように活動しているかという

ことについて、池永弁護士の

方から、まず概括的なご報告

をしていただきたいと思いま

す。池永先生、よろしくお願い

いたします。

【池永】 まず、ここでは金融

機関にお勤めでない方も非常

に多いですし、特に弁護士の

方々は会社の組織がどうなっ

ているかというのは、よく分か

らないと思うので、まず私の

会社を例にとって概要はこう

なっているということをご説明

したいと思います。したがい

まして、これはあくまでドイツ

銀行グループのモデルでござ

いまして、必ずしも同業他社

とは一緒でないという点にご

留意いただきたいと思います。

ただ、概念的にどういう感じ

になっているのかなということ

は、お掴みいただけると思い

ます。本日は私の師匠筋にあ

たる方もおいでになって、だ

んだん緊張してまいりましたけ

れど、なるべく簡略に議論が

できるようにご説明したいと思

います。

続きまして天野正人先生。

第一東京弁護士会所属で、期

は36期の先生です。先生はワ

シントン大学ロースクール法

学修士課程にてLLMを取得

後、アメリカで事務所勤務を

やられて、1992年11月からメ

リルリンチ日本証券株式会社

のシニアカウンセル、1996年

から執行役員、ジェネラル・カ

ウンセル、2001年から取締役、

ジェネラル・カウンセルをお

務めになっておられます。

引き続きまして室伏康志先

生。第二東京弁護士会所属で

37期の先生です。コーネル大

学ロースクール法学修士をご

卒業になっておられます。アメ

リカでの実務経験を経て、

2000年からクレディ・スイス・フ

ァースト・ボストン証券会社東

京支店の法務・コンプライアン

ス本部長をお務めになってお

られます。

最後に、本間正浩先生。東京

弁護士会所属で期は41期。ロ

ンドン大学法学修士課程に留

学されて、LLMを取得され、オ

ックスフォード大学法学部修

士課程も卒業されておられま

す。ロンドン等の法律事務所

に勤務の後、1999年からGEエ

ジソン生命保険株式会社、現

AIGエジソン生命ジェネラ

ル・カウンセルをお務めです。

現在は退職なされるというよ

うにお聞きしております。

（本年10月よりオリックス株

式会社チーフ・リーガル・カウ

ンセルに就任）

以上の先生方にコメンテー

ターをお願いいたします。

まず最初の問題として、金
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ドイツ銀行というのはグロー

バルな金融機関でございます

して、全世界に約6万人位従業

員がおります。日本においては

4つの法人がございます。ドイ

ツ証券会社東京支店、ドイツ銀

行東京支店、ドイチェ・アセッ

ト・マネジメント株式会社、ドイ

チェ信託銀行株式会社の4社

がございまして、その4社を通

じてビジネスをやっておりま

す。ちなみにドイツ銀行という

のは文字通りドイツの株式会

社でございますが、ドイツ証券

会社というのは香港の法人で

行業務全般、ホールセール向

けのファイナンス、ローン、キ

ャッシュ・マネジメント等の銀

行業務、それからアセット・マ

ネジメントサイドで投信投資顧

問、運用アドバイス、信託業務

を主にやっております。

ドイツ証券の例をとります

と、組織としては次の図のよう

になっております（次頁参照）。

法務部は管理本部のチー

フ・オペレーティング・オフィサ

ーの下についております。左

側にあるところは、我々フロン

ございまして、そこの東京支

店ということでございます。従

業員は4社で大体1,100名ほど

おります。1,100名と言います

と東証の一部上場企業の規模

の中でもかなりのサイズにな

っているということでございま

す。グローバルの金融機関で

日本で非常に大きいオペレー

ションを持っているところは、

大体これ位のサイズになって

いると思います。

やっている業務は、インベス

トメント・バンキング、株式、債

券のセールス、トレーディング、

資金調達、M＆A等の投資銀
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　今回の座談会の仕掛け人、池永弁護士は、国内法
律事務所、アメリカのローファーム等多彩な弁護士経
験を有する。彼の事務所は、山王パークタワーの眺望
の良いフロアーにある。この執務環境は魅力的である。
弁護士はサービス業であるとの理念に基づき、サービ
スの質を向上させ、企業内のクライアント（相談者）との
関係で、コストパフォーマンスをチェックする。金融の専
門的知識を有し、「経営」の能力を育むことができる。
企業内弁護士の将来は、弁護士に限らず、経営者の
道を歩むこともしばしばである。ワーカーホリックの如く
働くことはなく、部下には夜８時までに帰ってもらうのが
彼の希望である。「余裕のあるライフスタイルのなかで
こそ、適切な判断ができる」と池永弁護士は語った。 

（編集部） 
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会社の組織 



ト業務といっている営業部門

でございます。管理本部の下

にある部分が管理部門になり

ます。業務部の隣に、我々が

コアと呼んでいる、これは規制

上コア部門として従業員の兼

職ができる部門という意味で

コアと呼んでいます。兼職が

できない部分は俗にノンコア

と呼ばれていますが、それが

広報部以下の右手にございま

す。法務部はコンプライアンス

部とは分かれておりまして、そ

れぞれ独立の長がいるという

形になっています。ちなみに

当社のコンプライアンス部の部

長は第二東京弁護士会会員の

中島史郎会員でございます。

ドイツ証券では金融庁から

弊害防止措置の適用除外承認

を取得して、法務部の職員が4

社の職員を兼職できるという

事になっております。弊害防

止措置は一言で言いますと、

れぞれのビジネス部門を基本

的に担当するという形になっ

ております。

私の下にコーポレートセク

レタリーが配置されておりま

すが、これは株式会社におい

ての株主総会、あるいは取締

役会の議事録とか、あるいは

各種の委員会の秘書役をや

る。それから委任状の管理と

か、会社の印章の管理といっ

た業務を担当しております。

また、グローバルマーケッツ

（GM）という、債券業務をやっ

ている部門を担当しているロ

イヤーと、その下にドキュメ

ンテーションのスペシャリス

トというのがおります。これ

は主にISDAマスターアグリ

ーメント、つまりデリバティ

ブ取引におけるスタンダード

な契約書類がございますが、

それについてのドキュメンテ

ーション、契約書を作ってい

各法人は独立してやりなさい、

それから顧客の非公開情報の

共有はまかりならん。その他

諸々ありますが、大体それが

趣旨であります。したがって、

この弊害防止措置の適用除外

をとらないと兼職はできないと

いうことになっております。

以上の兼職の前提の頭で見

ていただきますと、私はジェネ

ラル・カウンセルで、それぞれ

の会社のチーフ・オペレーティ

ング・オフィサー、管理部門統

括責任者というように証券取

引法の内閣府令では呼んでお

りますが、その者にリポートす

るという形になっております。

私の下に、それぞれのビジネ

ス担当の法律家がおります。

弊社の場合は日本の弁護士資

格を持っている者は、私を含

めて2名。全員がニューヨーク

州の資格を持っております。し

たがって、こういった陣容でそ
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ドイツ証券会社東京支店の組織図 
平成16年9月1日現在 

アセット・ファイナンス＆ 
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プロダクツ・ジャパン部 人事部 
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ドイツ証券会社 
（ドイチェ・セキュリティーズ・リミテッド） 

（香港） 
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財務部 

不動産投資・金融部 

投資銀行本部 

株式本部 

その他の部門 

その他の部門 



くという役割を分担している

方々でございます。ちなみに

ビジネスマネージャーという

のが私の下に配置されていま

すが、これは会社の中の部の、

法律事務所で言えば事務長さ

ん的な、会社の中で色々な事

務、インフラ関係等々、あるい

はコスト管理とか、色々マネ

ージャーとしてやらなければ

いけない部分がございます

が、そういうものを補助して

くれる人間が1人ついている

ということであります。

法務部はグローバルな組織

になっております。一番上はド

イツ銀行の監査役会の法務、

コンプライアンス担当役員とい

うのがございます。これはフ

ランクフルトにおりまして、そ

の者にグローバルのジェネラ

ル・カウンセルがレポートする

ということになっております。

ジェネラル・カウンセルは私ど

もの場合はニューヨークにお

ります。この人は元々アメリカ

の証券取引委員会のジェネラ

ル・カウンセル及びエンフォー

スメント・ディビジョンという部

門がございますが、そこのトッ

プをやった方がジェネラル・カ

ウンセルを務めております。そ

れで米州、西ヨーロッパ、中

央・東ヨーロッパ、アジア太平

洋という形で四つに地区が分

かれており、それぞれの地区

担当のジェネラルカウンセルが

置かれています。私はアジア

太平洋担当の下にぶら下がっ

ているという形になります。ち

なみにグローバルで言います

ド・ビジネス倫理コミッティーと

いう法人をまたがって組織さ

れた委員会がございまして、

そこでコンプライアンス関係の

重要問題等々、あるいはビジ

ネス倫理にからむような問題、

あるいはレピュテーションリス

ク、最近レピュテーションリス

クというものが非常に高まって

いるわけですが、そういう問

題をドイツ銀行グループ全体

として扱う、そういう委員会が

ございます。その中のメンバ

ーにもなっております。

法務部の業務分掌というこ

とに関しては、こういう業務分

掌規定になっています。

まず第1に当然の事ながら

法的問題を検討して、法的な

リスクを評価、判断し、コント

ロールする。この中には当然、

例えば取引の契約書のレビュ

ーをしコメントをする、ある

いは契約書のドラフトをする

等の業務が含まれてくるわけ

でございます。他方、私どもは

と、ドイツ銀行グループの法務

部の組織は、スタッフまで入れ

て大体700名、もうちょっと超え

ているでしょうか、それ位の人

間がおります。この中でエグ

ゼクティブ・コミッティーという

のが組織されていまして、全

世界で大体12名位の人間が法

務部のトップとしてマネージメ

ント、あるいは全世界にまた

がるような問題をやっておりま

す。私もその中に入っており

ます。

元に戻りまして、ドイツ証券、

あるいはドイツ銀行の中で、ど

ういった法務部長がロールを

やっているかということです

が、法務部長の役割、あるい

はジェネラル・カウンセルの役

割というのは、また後ほどディ

スカッションに出てくると思い

ますので、その点は省略させ

ていただきます。法務部長は

会社の中の重要な委員会の中

にメンバーとして、あるいはオ

ブザーバーとして入っておりま

す。ドイチェ信託とドイチェ・ア

セット・マネジメントについて

は省略させていただきました

が、経営委員会、業務委員会、

リスク・アンド・リソース委員

会、リーガル・コンプライアン

ス・ビジネス倫理委員会、新商

品承認委員会という、会社の

中で非常に重要な業務につい

て担当している委員会のメン

バーになっております。

また弊社の場合はリージョ

ナル・ガバナンス・ボードと言

うように社内的には呼んでい

ますが、これも金融庁の承認

がないとできないですが、リー

ガル・コンプライアンス・アン
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法令遵守管理に関して、以下の
主要な業務を分掌 

 
■取引に関する法律問題を検討し、
法的リスクを評価・判断し、コント
ロールすること 
 
■証券会社、銀行、信託銀行の活
動が金融機関に関する規制業
法（証券取引法、銀行法、信託
業法等）に照らして合法であるか
及びドイツ銀行グループの企業
倫理に一致しているかどうかの
判断を行うこと 
 
■これらの判断の提供を行うことを
通じて、ドイツ銀行グループのレ
ピュテーションを守ること 

法務部の業務分掌 

法務部の組織 法務部の業務 



大変厳しい業法規制の下に置

かれている業種ですので、や

っている活動が業法の枠の中

で合法であるのかというとこ

ろも常にチェックしておりま

す。9月中旬に、とある金融機

関ではプライベート・バンキ

ング全面撤退、事実上1支店3

営業所の認可を取り消された

という報道がありましたが、

あれなども規制業法、業法違

反がいくつも指摘されており

ました。日本の規制当局は、お

そらく他の国に比べて最も業

法について敏感であると言っ

ていいと思います。したがっ

て、この辺をマネージするの

は法務部、あるいはコンプラ

イアンス部にとって大変重要

な役割になっているというこ

とでございます。

それと同時に、企業倫理と

いうものに一致したことが行

われているかどうかということ

も意見を述べる場合がありま

す。そういうものについての一

定の意見を述べる権限がある

ということです。こういう判断、

問題提起を行うことによってド

イツ銀行グループのレピュテ

ーションリスクを守るというこ

とが大きな任務になっており

ます。レピュテーションリスク

というと中々分かりにくいかも

しれませんが、一旦不祥事が

起こると大変な影響があると

いうことは、皆さん、最近の企

業不祥事の報道でご理解いた

だいていると思います。一番

最近な例ですと雪印さんのよ

うに、子会社が立ち行かない

ところまで追い込まれてしまう

ようなことも起こり得ることで

然すべてのところがこの形で

はございません。室伏先生の

ところは法務・コンプライアン

スが両方重なっているので、

それについてちょっとご説明

していただこうと思います。

【室伏】 クレディ・スイス・フ

ァースト・ボストンの室伏でご

ざいます。今池永先生がご説

明された事と、ちょっと違う事

にフォーカスしてご説明したい

と思います。

クレディ・スイスグループ

自体はドイツ銀行グループの

ように世界有数の金融グルー

プであるということです。グ

ループの構成自体は3つに大

きく分かれています。クレデ

ィ・スイスというスイスの銀

行、それから私がおりますの

はクレディ・スイス・ファース

ト・ボストンという、基本的に

企業や機関投資家相手の業務

を行う投資銀行、あと保険、ウ

ィンタートウル、その3つのグ

ループがあります。日本にお

いてはクレディ・スイスの拠

点はございません。数か月前

に新聞等を騒がせた、香港の

プライベート・バンキングと

いうのは、東京には拠点はご

ざいません。私はクレディ・ス

イス・ファースト・ボストン

で、池永先生は肩書に4つ位会

社の名前が書いてあったかと

思いますが、私も形式的には4

つの会社の職員ですけれど、

すから、レピュテーションリス

クを守っていくことが重要な業

務範囲になってくるということ

です。

したがって、ここに関連する

部分は全部法務部の業務分掌

に入ってきます。例えば規制

当局との対話、これは私ども

が抱えている問題だけではな

く、業界を横断するような問題

についても色々話をする。場

合によっては立法にまで持っ

ていくような、ロビーイングに

近いようなこともやるというこ

とです。先ほど申し上げた兼

職、あれも証券取引法の内閣

府令の改正をやりまして、実は

ここにいるメンバーのかなりの

方々がそれに関与しました。

そういうことも法務部の中でや

っております。

ちなみに法務部というのは、

どういった形で増えてきたか、

これはドイツ銀行グループの

例ですが、実は私どもは金融

庁から一度お咎めを受けてお

りまして、その時からドラステ

ィックに増えています。現在も

業容が増えてきて、業務的に

は非常に多忙といっていい状

況です。したがって、私どもの

ビジネスが広がるにつれ、ロイ

ヤーの数も増やしていかなけ

ればいけないということで、平

成17年度まではさらに3名増員

させたいということになってお

ります。今のところは合計15

名のスタッフですが、採用がう

まくいけば20名のスタッフとい

う形になってまいります。

以上、駆け足でしたが、私

どもの組織についてご説明し

ました。これは1モデルで、当
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クレディ・スイス・ファースト・ボストンの場合 
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会社の概要 



現実的に見ていますのは証券

と銀行。従業員の数で言うと

合わせて600名ほどおります。

投資銀行とアセット・マネジ

メントを入れると700名位が

東京におります。

私がおります法務・コンプ

ライアンス本部の構成です

が、ドイツ銀行と違うのは、私

の場合コンプライアンスとリ

ーガル、両方を担当しており

ます。私が一番上にいますが、

その下にコンプライアンス部

長という者がおりまして、コ

会社の中に伝えたり、免許申

請とか認可申請等をするとこ

ろです。

当社のユニークなところは、

内部管理部というのがありまし

て、これは細かい話になって

恐縮ですが、証券会社は、証

券業協会の規則で内部管理責

任者というものを置かなけれ

ばいけない。コンプライアンス

と何が違うかと言いますと、

基本的に今部長を入れて5名

いますが、彼らはトレーディン

グとかセールスのフロアにい

ンプライアンス部の中が4つ

に分かれています。簡単に説

明しますと、コントロールル

ームというのは内部者情報、

インサイダー情報のコントロ

ールをするところです。売買

審査というのは日々の株式と

か債券の売買が適正に行われ

ているかということをチェッ

クするところです。営業審査、

営業考査とも言いますが、そ

れは日常の色々なコンプライ

アンスに関わるアドバイスを

するところです。レギュラト

リー・アフェアーズというの

は、色々な法改正、規則改正を

特集：シンポジウム・企業内弁護士
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　六本木ヒルズに近い泉ガーデンタワー26階に、室伏
康志弁護士のオフィスはある。窓越しに東京の景観が
拡がる。快適そうな執務環境だ。大手渉外事務所に
勤務していたこともある室伏弁護士によると、企業内弁
護士と渉外弁護士のライフスタイルの決定的違いは、
夏期休暇など休日を長期間とることが自由であること（む
しろ、義務的ですらある）、深夜労働が少ないことである。
大手渉外事務所のパートナー弁護士の収入には劣る
が、日本の平均的弁護士より高い収入が保証され、日々
の生活も比較的ゆったりと過ごすことができる。弁護士
会会務ではないが、日本投資者保護基金、国際銀行
家協会（IBA）等で公益活動に従事することもできる。
一生、企業内弁護士をやるつもりでない人であっても、
若い時期に企業内弁護士で経験することは、企業が
弁護士に何を求めているか明確になるので、興味のあ
る人は、是非、トライしてもらいたいと、室伏弁護士は強
調された。  

（編集部） 
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ある1日のタイムスケジュール 

弁護士訪問 
インタビュー● 2

I N T E R V I E W

クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券会社東京支店 
法務・コンプライアンス本部長 

室伏 康志氏 

法務・コンプライアンス本部の構成 

内部管理部 



まして、常にフロントの横にい

るということです。コンプライ

アンスの方はもうちょっと下が

った形でバックにいる。より現

場に近いところでアドバイスなり

チェックをするという役割です。

あと法務部に私を入れて8

名おります。そのうち日本の

弁護士資格を持っている者は

私を含めて2人おります。あと

は日本人でニューヨーク州の

資格を持っている者、あるい

はイギリスの弁護士で、法務、

コンプライアンスの総勢で30

名ほどです。

役割等については、池永先

生がご説明された事と基本的

に同じですが、私自身の問題

で言うと、リーガルだけではな

くてコンプライアンスの方にも

責任を持っている、その辺が

違うところだと思います。

【村本】 どうもありがとうご

ざいました。それでは、あと3

人の先生方からも、お辞めに

なった企業もこれからはその

先生の所属企業というように

お呼びいたしますが、先生方

の各所属企業における法務・

コンプライアンスの組織の実

態について、今のお二人の先

生方と大体同じなのか、ある

いは違うのか、違うところが

あればどういうところか、あ

と、ちょっと今よく分からな

かったのですが、法務・コンプ

ライアンス以外にも弁護士と

いうのはある程度いるのだろ

うか、どうだろうか、その点の

説明を順次お願いしたいと思

います。では河村先生からお

例が、法務・コンプライアンス

以外で弁護士を配置する会社

の例として知っておりますの

で、コメントさせていただきま

す。

【村本】 ありがとうございま

した。天野先生はいかがでし

ょうか。

【天野】 基本的には組織及び

弁護士が本部以外のところで

働かれているところについて

も、同じようなものです。金融

機関ということもありますが、

商品の組成とかビジネスのや

り方そのものに法律の知識、

法律の運用そのものが深く関

連し、そのディールとして組成

されるという特性があります。

ですから、色々な先生方がコ

ンプライアンス的なお話をされ

ましたが、同じ位重要な役割

としてビジネスに対してどうい

うソリューションを提供し、ど

のような商品開発をするのか

というのも、かなり法務部の中

の仕事の役割の大きな部分

で、ビジネスと法律の双方の深

い理解が要求されそれには弁

護士として非常に魅力を感じ

る部分があります。

【村本】 ありがとうございました。

本間先生はいかがでしょう。

【本間】 組織機能としては特

に差はない、大きなところでは

変わらないと思いますので、

省略します。

（次号につづく）

願いしたいと思います。

【河村】 組織的には、今ご説

明いただいたのとそんなに大

差ないので、時間の関係もあ

って発言を省略させていただ

きたいと思います。ただ、今

最後に触れられました、他の

セクションで活躍している弁護

士がいるのかという点につい

て、一言申し上げさせていた

だきます。これは日興シティで

も例がありましたが、投資銀

行本部という債券や株式の引

き受けをやったりM＆Aをや

ったりする、そういう部隊で私

ども日興シティの中に弁護士が

おりました。何をやっているか

というと、M＆Aであるとか商

法の色々な仕組みを使って、

例えば特殊な株式を発行する

とか、色々な仕組みを使って

お客さんの資金調達ニーズを

助けていく、そういった場面で

すと非常に法律がからんでき

ますので、色々なアイディアの

開発に弁護士が重要な役割を

果たし得るわけです。M＆A

であるとか、色々な敵対的な

買収に対する対抗手段を考え

るとか、今申しました資金調

達の新しい方法とか、そうい

ったところで弁護士がいる。

あるいは、他の会社さんのこ

とで私が知っている例ですと、

デリバティブの契約書を作っ

たりする、これもまた非常に特

殊な部分ですが、そういうとこ

ろで弁護士さんも置いてデリ

バティブのドキュメンテーショ

ンを担当させるといったような

特集：シンポジウム・企業内弁護士

34 NIBEN Frontier ● 2004年12月号

メリルリンチ日本証券の場合 
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AIGエジソン生命の場合 
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法務部のメンバーと役割 

日興シティグループ証券の場合 
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